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工事着工･検査申請上のお知らせ
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代表取締役　竹内 富士雄　　　

　この度は弊社に建築確認の申請をいただきありがとうございます。本日、申請内容について確認済証を交付いたしますが、工事を着手するにあたり、つぎの事項が法律等で義務付けられていますので、関係者の方々と十分留意のうえ工事に着手願います。

１　確認済みの掲示板の設置

工事現場の見易い場所に「確認済みの掲示板」を表示することが義務付けられています。

２　中間検査・完了検査の実施
工事にあたっては、法律や特定行政庁(管轄する市等)が指定する特定工程に達したときは特定行政庁(管轄する市等)の建築主事又は指定確認検査機関による中間検査を受け、合格しなければ特定工程後の工事を進めることはできません。尚、工区分けなどで特定工程を一度に検査できない場合は、数回に分けて検査することが義務付けられることがありますので注意ください。

また、工事が完成したときには同様に完了検査を受け、合格しなければ当該建築物を使用することはできません。
３　建築主、工事監理者、工事施工者等の変更の届出

つぎの場合には所定の届出をしてください。
（※各届出用紙は弊社のホームページからダウンロードすることができます）
1 工事完了前に建築主等を変更する時は、建築主等変更届を提出してください。

2 工事監理者、工事施工者が現時点で定められていない時は、工事着手の3日前までに確定し、届出書を提出してください。

3 工事監理者、工事施工者を変更した時は、変更から3日以内に届出書を提出してください。

4 やむ得ない事情で工事を中止することとなった場合は、建築計画取止め届に確認済証を添えて提出してください。

5 所轄する行政庁により直接行政に提出する書類等がありますのでご確認ください。

４　着工時の提出書類

工事に着手するにあたっては、事前に建設場所や構造・規模等により次のような書類を弊社や特定行政庁へ提出する必要があります。詳しくは別途ご相談ください。

＊建築工事施工計画報告書
＊山留工事施工計画報告書
＊地盤調査報告書

＊杭工事施工計画報告書
＊鉄骨工事施工計画報告書
＊その他

弊社ホームページURL：http://www.fjken.com/
５　その他、着工にあたっての注意事項

1 この確認済証は建築基準法に基づき、計画が同法及び消防法などの建物の構造や設備について規制している関係法令についてのみ適合していることを確認したものです。建物の建設にあたっては、他の法令に基づく規制（工事騒音や振動、解体廃棄物の処理、広告物の制限など）や、所在地の県や市町村で独自に様々な制限や指導（ワンルームマンションの制限、駐輪場の設置、ゴミ集積場所の位置など）を行っている場合がありますので、着工前に設計者等と再度確認してください。

2 工事の施工に当たっては、建築基準法関係法令に規定された技術的基準に従い防護柵を設置する等により、危害の防止を図るとともに地下工事や、がけ・擁壁・河川等に近接した工事については、適切な根切り・山留め工事により地盤の沈下や崩壊の防止を図ってください。

3 事情により設計内容を変更して工事をする場合は、内容により変更の申請が必要となりますので、変更部分の工事に入る前に必ず弊社に相談してください。
６　弊社に中間検査や完了検査を依頼する場合

弊社に中間検査や完了検査を依頼する場合は次の要領でお願いします。

1 各検査申請書と共に検査予約票を検査予定日の7日前までに提出してください。検査員の日程調整後、検査日をFAXにてお知らせ致します。
2 確認検査申請手数料は、検査日の2日前までに入金ください。
3 検査予約日を当日及び前日に変更する場合は、事務手数料が必要となりますので、ご留意ください。（当日の場合は、検査申請手数料の100％の額、前日は検査申請手数料の50％の額）

4 中間検査の現場検査時には、建物の構造や規模により使用材料の品質や施工結果の強度試験結果等を証明する資料等の書類や、検査時までに行われた施工状況の写真をチェックしますので用意しておいてください。なお、現地では建物の配置や周囲の地盤面の高さ、方位等を確認しますので準備しておいてください。また、必要提出書類等については弊社ホームページで確認してください。

完了検査の現場検査時には、中間検査以降の同様な資料等の書類や施工状況の写真を用意すると同時に建物の高さや設備機器の作動状況について確認しますので準備しておいてください。なお、消防法等の建築基準関係規定に適合していることを証するものの写しを提出してください。この時に必要な提出書類等も弊社ホームページで確認してください。
5 管轄する行政庁により、その他の報告書等の提出が義務付けられている場合がありますので注意してください。

７　定期報告

建物はその用途や規模により、完成後も建築基準法により定期的に特定行政庁に建物の維持、保全状況を報告することが義務付けられていますので注意してください。方法等については設計者等と相談してください。
８　個人情報保護について

このたび提出いただいた建築確認申請書や図面等の書類は、基本的には個人情報に該当するものと考えておりますので、弊社では無断で外部に漏らすことはいたしません。

但し、「建築計画概要書」及び「築造計概要書」については以後、所轄の特定行政庁で保管され、閲覧の請求があった場合には特定行政庁の定めるところにより閲覧されます。
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